
大
豆
油
イ
ン
キ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

古
紙
配
合
の
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

平
戸
市
役
所
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
25

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

①昭和62年４月２日以降に生まれた人
②学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による大学を卒業した人、または平成
29年３月までに卒業見込みの人、もしくはこれと同等の学力を有すると認められ
る人

若干名一般行政事務行　政

○昭和47年４月２日以降に生まれた人で、建築士法（昭和25年法律第202号）の規
定による一級建築士の免許を有する人、または平成28年度実施の国家試験で免
許取得見込みの人

○昭和62年４月２日以降に生まれた人で、建築士法（昭和25年法律第202号）の規
定による二級建築士の免許を有する人

①昭和62年４月２日以降に生まれた人
②第二種電気工事士以上の資格を有する人、または平成28年度実施の国家試験で
資格取得見込みの人

若干名電　気
水道局で専門
技術の業務に
従事

①昭和51年４月２日以降に生まれた人
②保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定による看護師の免許を有
する人、または平成28年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

【試験職種・採用予定数・受験資格など】

【一次試験日時・会場・申込方法】

①昭和62年４月２日以降に生まれた人
②学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による大学を卒業した人、または平成
29年３月までに卒業見込みの人、もしくはこれと同等の学力を有すると認められ
る人

若干名一般行政事務行　政

○昭和47年４月２日以降に生まれた人で、建築士法（昭和25年法律第202号）の規
定による一級建築士の免許を有する人、または平成28年度実施の国家試験で免
許取得見込みの人

○昭和62年４月２日以降に生まれた人で、建築士法（昭和25年法律第202号）の規
定による二級建築士の免許を有する人

①昭和62年４月２日以降に生まれた人
②第二種電気工事士以上の資格を有する人、または平成28年度実施の国家試験で
資格取得見込みの人

若干名電　気
水道局で専門
技術の業務に
従事

①昭和51年４月２日以降に生まれた人
②保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定による看護師の免許を有
する人、または平成28年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

【試験職種 採用予定数 受験資格など】

採用予定数試験区分 試験職種 職 務 内容 受 験 資 格 基 準 （全てを満たすこと）

大学卒業
程　　度

１人専門技術の業
務に従事建　築

①昭和51年４月２日以降に生まれた人
②薬剤師法（昭和35年法律第146号）の規定による薬剤師の免許を有する人、また
は平成28年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

１人
市立の病院で
薬剤師の業務
に従事

薬剤師

若干名看護師
市立の病院で
看護師の業務
に従事

①昭和56年４月２日以降に生まれた人
②臨床検査技師等に関する法律（昭和33年法律第76号）の規定による臨床検査技師
の免許を有する人、または平成28年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

１人
臨　床
検　査
技　師

市立の病院で
臨床検査技師の
業務に従事

①昭和57年４月２日以降に生まれた人
②船舶職員および小型船舶操縦者法（昭和26年法律第149号）の規定による五級海技
士（航海）以上の免許を有する人、または平成29年３月末日までに取得見込みの人

③採用後平戸市大島村に居住可能な人

若干名船　員
（航海士）

市営交通船で
航海士の業務
に従事

①平成４年４月２日以降に生まれた人
②学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による高等学校を卒業した人、または
平成29年３月までに卒業見込みの人、もしくはこれと同等の学力を有すると認め
られる人（大学を卒業した人は受験できません）

高校卒業
程　　度

若干名一般事務 一般行政事務

資格免許職

市民協働の担い手としても活躍できるよう、採用後は市内に居住できる人をお待ちしています市民協働の担い手としても活躍できるよう、採用後は市内に居住できる人をお待ちしています市民協働の担い手としても活躍できるよう、採用後は市内に居住できる人をお待ちしています

○試験日　　　　　９月18日（日）　
○試験会場　　　　長崎県立大学佐世保校（佐世保市川下町123）
○受付締め切り日　８月18日（木）　※郵送の場合、当日消印有効
○申込用紙請求方法および申込方法
　●申込用紙請求方法　総務課人事班、平戸市民病院、生月病院、水道局、各支所地域振興課および各出張所
　　で交付します。申込用紙を郵便請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、
　　120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号／ 33cm×24cm）を必ず同封してください。
　●申込用紙を直接提出する場合　総務課人事班へ提出のうえ、受験票を受け取ってください。
　●申込用紙を郵送する場合　封書（簡易書留扱い）で郵送してください。なお、受験票の郵便はがき欄に宛先
　　を明記し、52円切手を必ず貼ってください。
○お申し込み・お問い合わせ
　〒859-5192  平戸市岩の上町1508番地3  総務課人事班（☎内線2317）
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　「魚の棚よかよかサロン」は、平成27年10月に立ち上げ、現在

は20人で活動しています。

　代表の松本定子さんたちが、職人町で行っていた「通いの場」を

見学し、魚の棚町でも開催できないかと区長に相談したことが

きっかけで始まりました。

　「魚の棚よかよかサロン」では、まず血圧測定をして、その後

「平戸よかよか体操」で体を動かし、体操後には茶話会も行ってい

ます。また、年に３回、春まつり・七夕まつり・忘年会を行い、

会員の親睦が深まるようにしています。

Interview

　

高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
元
気
で
い
ら
れ
る
た
め
に
、
身
近
な
地
区
公
民
館
な
ど
で
健
康
体
操「
平
戸
よ
か
よ

か
体
操
」を
行
う
場
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、各
地
区
の「
高
齢
者
の
通
い
の
場
」を
毎
月
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

   

■
お
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課
高
齢
者
支
援
班（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）　

内
線
2
5
8
6

活 動 日／毎週水曜　午後１時30分

　　　　　　　　　　　　　　　～午後３時

活動場所／魚の棚公会堂

対 象 者／魚の棚地区住民

代　　表／松本　定子

連 絡 先／ 22‐2663

魚の棚

　　　よかよかサロン

松本　定子　さん
（魚の棚町）

代表

　魚の棚町には観音堂があり、地域の皆さ
んで観音さまのお世話をしています。お茶を
お供えして、花の水を替えたり、掃除をした
りして観音さまを守っています。そのような
代々受け継がれた取り組みがあるため、地
域の人同士で気に掛けあったり、困っている
ことがあれば手伝ったりしています。
　しかし、私自身、膝が痛み、人のお世話
の前に自分自身の身を保つのに必死な年齢
となりました。私自身がまず元気になるため
にも「平戸よかよか体操」を続けていきたいと
思います。
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お詫びと訂正

　広報ひらど７月号で内容に誤りがあり　広報ひらど７月号で内容に誤りがあり

ましたので、お詫びするとともに、下記ましたので、お詫びするとともに、下記

のとおり訂正します。のとおり訂正します。

●Ｐ14　７月のイベント「がわっぱ祭り」Ｐ14　７月のイベント「がわっぱ祭り」

　誤「水難事故を祈願」　　誤「水難事故を祈願」　

　　　→　正「水難事故の防止を祈願」　　　→　正「水難事故の防止を祈願」

　広報ひらど７月号で内容に誤りがあり

ましたので、お詫びするとともに、下記

のとおり訂正します。

●Ｐ14　７月のイベント「がわっぱ祭り」

　誤「水難事故を祈願」　

　　　→　正「水難事故の防止を祈願」

問
商
工
物
産
課
商
工
新
産
業
班　

　

☎
内
線
2
2
1
3

補
助
金
の
ご
案
内

問
北
部
公
民
館　

☎
22

-

２
４
１
８

　

平
戸
図
書
館　

☎
22

-

4
0
1
7

「
未
来
創
造
館
１
周
年
イ
ベ
ン

ト
」を
開
催
し
ま
す

問
農
林
課
鳥
獣
被
害
対
策
班　

　

☎
内
線
2
2
５
５

イ
ノ
シ
シ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
市
民
課
生
活
環
境
班　

　

☎
内
線
2
５
２
６

ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
使
用
は

マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

問
福
祉
課
子
育
て
支
援
班

　

☎
内
線
２
５
７
４

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
に
つ
い
て

問
行
革
推
進
課
広
報
情
報
班　

　

☎
内
線
2
３
５
８

光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス（
Ｆ

Ｔ
Ｔ
Ｈ
）の
提
供
開
始
に
つ
い
て

○
と
こ
ろ　

未
来
創
造
館

【
式
典
】

　

▼
愛
の
園
保
育
園
園
児
に
よ
る
太
鼓
披
露

【
公
民
館
の
部
】

　

▼
定
期
使
用
団
体
芸
能
発
表
会

　

▼
定
期
使
用
団
体
作
品
展
示

　

▼
竹
細
工
講
座

　
　

○
対　

象　

小
学
４
年
生
〜
６
年
生

　
　

○
募
集
人
数　

20
人

　

▼
呈
茶

　

▼
体
験
講
座

　

▼
屋
台
の
出
店　

か
き
氷
ほ
か

【
図
書
館
の
部
】

　

①「
図
書
館
de
お
仕
事
体
験
」

　
　
　

図
書
館
の
お
仕
事
を
体
験
し
て
み

　
　

た
い
人
を
募
集
し
ま
す
。

　
　

○
時　

間　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　
　

○
対　

象　

小
学
５
年
生
以
上

　
　

○
募
集
人
数　

２
人（
先
着
順
）

　

②「
親
子
de
コ
ン
サ
ー
ト
」（
無
料
）    

　
　
　

子
ど
も
連
れ
で
も
音
楽
が
楽
し
め

　
　

る
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

　
　

○
時　

間　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後

　
　
　

２
時
30
分　

未
来
創
造
館
ホ
ー
ル

　

③「
み
ん
な
de
シ
ネ
マ
ス
ペ
シ
ャ
ル（
映
画

　
　

上
映
会
）」

　
　

○
時　

間　

午
後
３
時
〜
午
後
５
時

　
　

○
タ
イ
ト
ル　
「
蝉
し
ぐ
れ
」邦
画

　
　
　
（
１
３
１
分
）

　

④「
図
書
館
探
検
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」

　
　

○
時　

間　

午
前
10
時
〜

　

⑤「
本
の
お
楽
し
み
袋
１
周
年
ア
ニ
バ
ー

　
　

サ
リ
ー
」　

　
　
　

図
書
館
友
の
会
、
図
書
館
職
員
お

　
　

薦
め
の
本
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　
　

○
時　

間　

午
前
10
時
〜
無
く
な
り

　
　
　

次
第
終
了

　

⑥「
ゆ
か
た
de
窓
口
サ
ー
ビ
ス
」

　

⑦「
ブ
ッ
ク
リ
サ
イ
ク
ル
」

　
　

○
と　

き　

８
月
６
日（
土
）午
前
８

　
　
　

時
30
分
〜
８
月
８
日（
月
）午
後
５
時

　　　

光
フ
ァ
イ
バ
ー
を
使
っ
た
光
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
、
生
月
地
域
、

田
平
地
域
の
一
部
で
、
９
月
１
日（
木
）か

ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
住
民
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
住
民
説
明
会
】

　

▼
生
月
地
域　

８
月
３
日（
水
）午
後
６

　
　

時
30
分
〜　

生
月
町
中
央
公
民
館

　

▼
田
平
地
域　

８
月
４
日（
木
）午
後
６

　
　

時
30
分
〜　

田
平
町
中
央
公
民
館

【
光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
】

　

○
提
供
開
始
地
域　

生
月
地
域
・
田
平

　
　

地
域（
一
部
）

　

○
サ
ー
ビ
ス
申
込
受
付　

７
月
11
日

　
　
（
月
）〜
随
時

　

○
提
供
開
始　

９
月
１
日（
木
）〜

※

詳
し
く
は
、Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ（http://flets-w
.com

/service/

）を

　

ご
覧
に
な
る
か
、
電
話（
局
番
無
し
の
）

　

１
１
６
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　

か
ら
、
連
絡
が
な
く
、
保
護
さ
れ　

　
　

て
い
な
い
児
童

　

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ

　
　

保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

　

⑦
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
留
置
場
に
、

　
　

身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
児
童　

　

⑧
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

○
手
当
額（
月
額
）

　

●
全
部
支
給　

４
万
２
，
３
３
０
円

　

●
一
部
支
給　

９
，
９
９
０
円
〜
４
万

　
　

２
，
３
２
０
円

　

※

支
給
対
象
と
な
る
児
童
が
２
人
以
上

　
　

の
場
合（
８
月
か
ら
改
正
）

　
　

●
２
人
目

　
　
　

・
全
部
支
給　

１
万
円

　
　
　

・
一
部
支
給　

５
千
円
〜
９
，
９

　
　
　
　

９
０
円

　
　

●
３
人
目
以
降

　
　
　

・
全
部
支
給　

６
千
円

　
　
　

・
一
部
支
給　

３
千
円
〜
５
，
９

　
　
　
　

９
０
円

○
支
給
月

　
　

申
請
の
あ
っ
た
翌
月
分
か
ら
、
毎
年

　

４
月
・
８
月
・
12
月
に
、
そ
の
前
月
分

　

ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
父
も
し
く
は

母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

○
手
当
額（
月
額
）

　

●
障
が
い
程
度
１
級　

５
万
１
，
５
０

　
　

０
円

　

●
障
が
い
程
度
２
級　

３
万
４
，
３
０

　
　

０
円

○
支
給
月

　
　

申
請
の
あ
っ
た
翌
月
分
か
ら
、
毎
年

　

４
月
・
８
月
・
11
月
に
、
そ
の
前
月
分

　

ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。（
11
月
に
つ

　

い
て
は
、
当
月
分
ま
で
）

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
所
得
状
況
届
の
提
出
は
８
月
中
に

　

児
童
扶
養
手
当
や
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
し
て
い
る
人
や
受
給
資
格
の
あ

る
人
は「
現
況
届
」「
所
得
状
況
届
」の
提
出

が
必
要
で
す
。
８
月
31
日（
水
）ま
で
に
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
提
出
が

な
い
場
合
に
は
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が

支
給
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

に
ゴ
ミ
を
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
し
ま

　

し
ょ
う
。

▼
正
し
い
分
別
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

【
お
願
い
】

▼
警
告
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
回
収
さ
れ
て
い

　

な
い
ご
み
袋
は
、
各
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
利
用

　

者
の
責
任
で
、
分
別
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
ガ
ス
ボ
ン
ベ
や
ス
プ
レ
ー
缶
は
爆
発
す

　

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
使
い

　

切
っ
た
上
で
、
屋
外
の
安
全
な
場
所
で

　

穴
を
空
け
て
袋
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　

電
池
を
使
用
す
る
機
器
な
ど
は
、
必
ず

　

電
池
を
抜
い
て
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
と
は

　

父
子
家
庭
や
母
子
家
庭
な
ど
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で
の
児
童

（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
、
20
歳

未
満
の
児
童
）を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た

は
母
、
も
し
く
は
児
童
を
養
育
し
て
い
る

人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
児
童

　

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

　

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

　

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い
状
態

　
　

に
あ
る
児
童

　

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な

　
　

い
児
童

　

⑤
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
家
出
し
て

　　　

最
近
、
住
宅
地
や
道
路
な
ど
に
イ
ノ
シ

シ
が
出
没
し
て
い
ま
す
。

　

次
の
点
を
守
っ
て
、
被
害
に
遭
わ
な
い

よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
イ
ノ
シ
シ
を
見
か
け
て
も
、
近
づ
い
た

　

り
、
石
を
投
げ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
子
ど
も
の
イ
ノ
シ
シ
の
近
く
に
は
、
親
の

　

イ
ノ
シ
シ
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の

　

で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▼
イ
ノ
シ
シ
に
エ
サ
を
与
え
な
い
よ
う
に
し

　

ま
し
ょ
う
。
家
の
周
り
に
残
飯
な
ど
を

　

捨
て
る
と
、
イ
ノ
シ
シ
が
寄
っ
て
き
ま
す
。

▼
随
所
に
イ
ノ
シ
シ
の
罠
を
設
置
し
て
い

　

ま
す
。
罠
は
危
険
で
す
の
で
絶
対
に
近

　

づ
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

各
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
地
区
住
民

の
適
正
な
管
理
に
よ
り
清
潔
に
保
た
れ
て

い
ま
す
。
引
き
続
き
清
潔
に
管
理
す
る
た

め
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
ゴ
ミ
は
、
決
め
ら
れ
た
収
集
日
に
出
し

　

ま
し
ょ
う
。

▼
地
区
指
定
の
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
以
外

　

連
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
の
創
業
希
望
者

　

●
補
助
額　

創
業
に
必
要
な
設
備
投
資

　
　

経
費
の
３
分
の
２
以
内
、
上
限
１
０

　
　

０
万
円

○
募
集
期
限　

８
月
15
日（
月
）

商
店
街
空
き
店
舗
等
活
用
促
進
事
業
補
助

金○
対
象
者　

商
店
街
の
空
き
店
舗
な
ど
を

　

活
用
し
て
新
規
出
店
す
る
個
人
、
法
人

　

な
ど

○
対
象
と
な
る
商
店
街
区
域

　

●
平
戸
北
部
地
区　

都
市
計
画
区
域
内

　
　

の
商
業
地
域

　

●
そ
の
他
の
地
区　

長
崎
県
ま
ち
な
か

　
　

活
性
化
推
進
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ

　
　

く「
ま
ち
な
か
」「
準
ま
ち
な
か
」の
区
域

○
補
助
対
象
と
補
助
額

　

●
店
舗
改
装　

経
費
の
３
分
の
２
以
内
、

　
　

上
限
２
０
０
万
円

　

●
店
舗
の
賃
料　

賃
料
の
２
分
の
１
以

　
　

内
、
上
限
５
万
円/
月（
最
長
12
カ

　
　

月
）

○
募
集
期
限　

８
月
15
日（
月
）

　
「
未
来
創
造
館
」が
オ
ー
プ
ン
し
て
８
月

１
日（
月
）で
１
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ

を
記
念
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
開
催
し

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
と　

き　

８
月
７
日（
日
）午
前
10
時
〜

　　
中
小
企
業
等
設
備
投
資
促
進
事
業
補
助
金

○
市
内
で
３
年
以
上
、
製
造
業
ま
た
は
情

　

報
通
信
業
を
営
ん
で
い
る
事
業
者

　

●
補
助
額　

事
業
拡
大
に
必
要
な
設
備

　
　

投
資
経
費
の
３
分
の
２
以
内
、
上
限

　
　

５
０
０
万
円（
雇
用
要
件
あ
り
）

○
企
業
立
地
奨
励
条
例
に
基
づ
く
奨
励
企

　

業
な
ど
で
、
新
規
の
正
規
雇
用
者
を
３

　

人
以
上
雇
用
す
る
事
業
者

　

●
補
助
額　

経
費
の
２
分
の
１
以
内
、

　
　

上
限
１
，
０
０
０
万
円（
新
規
の
正

　
　

規
雇
用
者
を
５
人
以
上
雇
用
す
る
場

　
　

合
は
、
上
限
１
，
５
０
０
万
円
）

○
市
内
で
３
年
以
上
、
製
造
業
、
情
報
通

　

信
業
、
小
売
業
、
飲
食
業
、
サ
ー
ビ
ス

　

業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
事
業
者

　

●
補
助
額　

事
業
拡
大
に
必
要
な
設
備

　
　

投
資
経
費
の
３
分
の
２
以
内
、
上
限

　
　

１
０
０
万
円

○
募
集
期
限　

８
月
15
日（
月
）

も
の
づ
く
り
創
業
支
援
事
業
補
助
金

○
製
造
業
、
情
報
通
信
業
の
創
業
希
望
者

　

●
補
助
額　

創
業
に
必
要
な
設
備
投
資

　
　

経
費
の
３
分
の
２
以
内
、
上
限
５
０

　
　

０
万
円

○
卸
売
業
、
小
売
業（
無
店
舗
小
売
業
を

　

除
く
）、
宿
泊
業
、
飲
食
業
、
生
活
関
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